
浦安市規則第４４号

浦安市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

浦安市国民健康保険条例施行規則（昭和49年規則第12号）の一部を次のよう

に改正する。

第22条の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条中

「により高額療養費」の次に「（国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362

号。以下「令」という。）第29条の２の規定により支給される高額療養費に限

る。次項において同じ。）」を加え、同条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず、本市の高額療養費の支給を受けたことがあり、

かつ、その後継続して本市の国民健康保険の被保険者である者は、前項の申

請を要しない。

第22条の次に次の２条を加える。

（年間の高額療養費の支給申請）

第２２条の２ 法第57条の２の規定により高額療養費（令第29条の２の２第１

項の規定により支給される高額療養費に限る。以下次項において同じ。）の

支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支

給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、本市の高額療養費の支給を受けたことがあり、

かつ、その後継続して本市の国民健康保険の被保険者である者は、前項の申

請を要しない。

（高額介護合算療養費の支給申請）

第２２条の３ 法第57条の３の規定により高額介護合算療養費の支給を受けよ

うとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付

申請書を市長に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、第22条第２項及び第22条の２第２項の規

定は、令和４年４月診療分以後の高額療養費について同年４月１日以後に本市



に高額療養費の支給申請をした者について、適用する。


